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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

ゴルフ会員権の預託金制から株式制へ転換された場合の処理 

 

≪内容≫ 

関与先のA社が有する預託金制の会員権15,000千円（入会金3,000千円、預託金12,000千円）につい

て、今回、ゴルフ場運営会社の再建のため、1口の会員権が新規発行株式2株と交換されることになり

ました。この株式の発行価額は時価としては900千円（1株450千円）ですが、帳簿価額（預託金）12,000

千円と900千円との差額11,100千円は、譲渡損失として損金算入ができるでしょうか。なお、株式制の

ゴルフ会員権に転換されても、従来どおりプレーをすることができます。 

また、A社は、この機会に会員権をその代表者に譲渡することを予定しています。この場合、その譲

渡損失は損金として認められるでしょうか。 

 

『答』 

1 ご質問のケースは、一種のゴルフ会員権の DES と捉えられますので、預託金 12,000 千円と取得株式

の時価 900 千円との差額 11,100 千円は、譲渡損失として損金算入できます。 

2 企業が有するゴルフ会員権を他に譲渡したこと（譲渡相手がその企業の代表者であるか否かを問いま

せん）により生じた譲渡損失の額は、損金の額に算入することができますが、譲渡した事実を立証でき

る手続きを的確・確実に行っておくことが必要です。 

 

（解説） 

１ ご質問のA社の事例は、いわゆる一種のゴルフ会員権のDES（債務の株式化）と捉えられます。こ

れは預託金債権の現物出資ですから、その現物出資により取得した株式の取得価額は時価相当額とな

ります（ 法令119①七 ）。 

したがって、ご質問の場合には、そのゴルフ場運営会社の再建のためでもあり、預託金12,000千円

と取得株式の時価900千円との差額11,100千円は、譲渡損失として損金算入できるものと考えます

（ 法基通2－3－14 参照）。  

  なお、入会金の3,000千円（15,000千円－12,000千円）については、損金の額に算入することはで

きず、新会員権に引き継ぐべきだと考えられます。これは、預託金制から株式制のゴルフ会員権に転 
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換されたとしても、従来どおりプレーをすることは保証されているからです。つまり、仮に預託金制

から株式制への転換にあたり、従来どおりプレーするためには、新たに入会金の支払いを要するとい

うのでなければ、その入会金は損金算入できないものと捉えられます。 

２ 企業が有するゴルフ会員権を他に譲渡したことにより生じた譲渡損失の額は、損金の額に算入する

ことができます（ 法基通9－7－12 ）。これは譲渡相手がその企業の代表者であるか否かを問いませ

ん。  

  ただ、実務的には企業がその代表者へ譲渡した場合には、その譲渡後もゴルフ場の実体的な利用状

況にはあまり変化がないと思われますから、含み損を出すための譲渡に仮装したのではないかとみら

れる可能性は大であると想定されます。そうしますと、いかに本当に譲渡があったという事実を立証

できるか、という問題になってきますので、譲渡した事実を立証できる手続きを的確・確実に行って

おくことが必要です。 
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